
 

議案第４号 

職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

職員等の旅費に関する条例（平成元年白岡町条例第２５号）の一部を次

のように改正する。 

第１条第２項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改

める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

２ 白岡市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年

白岡市条例第３１号）附則第５条第１項若しくは第２項又は附則第６条

第１項若しくは第２項の規定により採用された職員は、この条例による

改正後の第１条第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなし

て、この条例の規定を適用する。 

 

  令和５年２月１６日提出 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

      提 案 理 由 

 地方公務員法の一部改正に伴い、本条例改正の必要を認め、この案を提

出するものである。 

 


